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自立活動研究を展望する
～自立活動の指導の充実を期待して～

第36回(令和４年度)辻村賞記念講演 Mar.  04  2023

安 藤 隆 男

Ⅰ インクルーシブ教育システム下における自立活動の意義

Ⅱ 『往還』モデルに基づく『教室』での授業の充実
（「自立活動の時間における指導」と「自立活動の指導」との連携）

Ⅲ 自立活動研究の成果と展望
１ 養護・訓練研究の概観
２ 自立活動研究の概観
３ 自立活動研究の展望

内容の構成



2

Ⅰ インクルーシブ教育システム下における自立活動の意義

1999年

自立活動の成立

2007年

特別支援教育へ
の制度転換

2012年

インクルーシブ
教育システム

「追随」モデルから「相対」モデルへの転換

 学習指導要領の同時改訂の意義➊
 [個別の指導計画]作成義務化❷
(領域特性と授業におけるデザイン機能)

 LD等のある者に着目(通級による指導)
 学校教育法に[センター的機能]規定④

 連続性のある「多様な学びの場」

 小学校等に学ぶ障害のある者の
量的拡大と質の確保

 小学校等学習指導要領に[自立活
動][個別の指導計画]を規定❸

関 連 規 定

➊1998年10月告示「小学校学習指導要領」総則 第５ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき
事項

「(11) 開かれた学校づくりを進めるため，地域や学校の実態等に応じ，家庭や地域の人々の協
力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また，小学校間や幼稚園，中学校，盲学
校，聾（ろう）学校及び養護学校などとの間の連携や交流を図るとともに，障害のある幼児児
童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けること。」

❷1999年3月告示「盲学校，聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領」 第5章自立活動
第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 自立活動の指導に当たっては，個々の児童又は生徒の障害の状態や発達段階等の的確な把
握に基づき，指導の目標及び指導内容を明確にし，個別の指導計画を作成するものとする。そ
の際，第２に示す内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し，それらを相互に関連付け，
特に次の事項に配慮して，具体的に指導内容を設定するものとする。＜図１＞

❸2017年3月告示「小学校学習指導要領」総則 第４ 児童の発達の支援 （1）ウ

「通級による指導を行い、特別の教育課程を編成する場合には、特別支援学校小学部・中学部
学習指導要領第7章に示す自立活動の内容を参考とし、具体的な目標や内容を定め、指導を行う
ものとする。その際、効果的な指導が行われるよう、各教科等と通級による指導との関連を図
るなど、教師間の連携に努めるものとする」
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❷ 関 連 資 料

【出 典】
安藤隆男(2021)「新たな時代における

自立活動の創成と展開ー個別の指導計
画システムの構築を通して」教育出版
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Ⅱ 『往還』モデルに基づく『教室』での授業の充実
（「自立活動の時間における指導」と「自立活動の指導」との連携）
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Ⅲ 自立活動研究の成果と展望 １ 養護・訓練研究の概観(肢体不自由教育領域に着目）

Ⅲ 自立活動研究の成果と展望 ２ 自立活動研究の概観
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研究時評

•自立活動をめぐる最新動向（インクルーシブ教育・SDGs等の国際比較
較研究）

•自立活動をめぐる最新動向（インクルーシブ教育・SDGs等の国際比較
較研究）

実践研究

•因果モデルに基づくClientの行動変容

•「授業」「教室」に焦点(教師・学習者・教材・相互関係)
•授業の過程(デザインー実施ー評価・改善)と個別の指導計画

•因果モデルに基づくClientの行動変容

•「授業」「教室」に焦点(教師・学習者・教材・相互関係)
•授業の過程(デザインー実施ー評価・改善)と個別の指導計画

原著/資料

•基礎的研究(歴史研究，教師の専門性，態度，指導のニーズと困難さ)
•自立活動の領域特性を踏まえた基礎的知見

•基礎的研究(歴史研究，教師の専門性，態度，指導のニーズと困難さ)
•自立活動の領域特性を踏まえた基礎的知見

Ⅲ 自立活動研究の成果と展望 ３ 自立活動研究の展望

関連科学分野の理論的枠組みと
多様な研究手法の導入・開発

ご清聴，ありがとうございます


